
※１ 搬入量については、フレキシブルコンテナ等1袋の体積を１㎥と換算しています。
※２ 可燃物の搬入については、主に減容化後の焼却灰の量を計上しています。
※３ 仮置場を介さない搬入（直送）量(速報値)を含んでいます。
※４ 累積搬入量の合計については、｢輸送が終了した市町村｣の｢累積搬入量」を含んでいます（下表）。

＜参考＞

2026年3月末時点の実績

2025年度の市町村毎の中間貯蔵施設への搬入量（帰還困難区域を含む）※１,２

※５ 輸送が終了した市町村についても、今後輸送が必要となるものが生じた場合には輸送することにしています。
※６ 会津若松市からの累積搬入量は、南会津町、昭和村、下郷町、柳津町、三島町の累積搬入量を含みます。
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